
郡山地方広域消防組合
火災予防条例の一部改正

　平成25年８月15日に発生した京都府福知山市の
花火大会での火災を踏まえ、花火大会や祭りなど
のイベントについて、一定の防火管理体制の義務
付けを行うために火災予防条例を一部改正しまし
た。
◎改正内容
１．火を使用する器具およびその使用に際し、火災
　の発生の恐れのある器具の取り扱いの基準に関す
　る事項
　・対象火気器具等※を花火大会や祭りなど、大
　　勢の人が集合する催しで使用する際には消火
　　器を準備する。
　　※対象火気器具等…ガスコンロ、石油ストーブ、
　　　　　　　　　　　 発電機など
２．指定催しの指定
　・消防署長は、屋外での催しのうち大規模なも
　　のとして消防長が定める次の要件に該当する
　　ものを指定催しとして指定する。
（１）大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道
　　路などの場所を会場として開催する場合
（２）出店する露店が100店舗を超える規模の催し
　　の場合
３．屋外における催しの防火管理
　・指定催しを主催する者は、防火管理者を定め、
　　火災予防上必要な計画を作成させ、当該計画
　　に従って業務を行わせる。
　・また原則として14日前までに当該計画を消防
　　機関に提出しなければならない。
４．火災とまぎらわしい煙などを発するおそれのあ
　る行為などの届出に関する事項
　・多数の者が集合する催しに際し、対象火気器
　　具等を使用する露店などを開設する場合は、
　　消防機関に届け出なければならない。
５．罰則に関する事項
　・｢指定催しの指定｣を受けた主催者が火災予防
　　上必要な業務に関する計画を提出しなかった
　　場合、主催者に対し罰金を科する。
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